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「始めよう 市民力～学習成果活用事業」とは、市民の皆さんが主体となって
講座や教室を企画・運営する事業です。ご自身の知識や技術・技能等を周りの人に伝えたり、地域
の課題解決のために生かしたりすることができます。
浜松市は、学びの成果を自立的、持続的に生かす仕組みをつくり、市民の皆さんの夢や学びを育
てるお手伝いをします。

申込期間

○浜松市の生涯学習活動の担い手を育成するため、以下を対象とします。

(本事業は生涯学習の担い手を育成するための入門編であり、より多
くの皆さまに経験を積んでいただくため、個人及び団体の本事業を通

じての開講は２回までとしますのでご了承ください。)
・市内で活動する個人及び団体

・今後、市内で活動していく意思のある個人及び団体

○同一個人及び同一団体による提案は当該年度につき一回に限ります。

○浜松市の主催事業として開催するため、以下の内容は実施できない

のでご注意ください。

また、公平性・中立性を保つ内容であるようご配慮ください。

×営利活動（宣伝等を含む）を目的とした内容

×特定の政党や宗教を支持、宣伝普及することを目的とした内容

×公共の秩序や健全な風俗等に反する内容

×公共の福祉を害する内容

応募資格




